
      最初にチェック!

【事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 島根労働局職業安定部

事業主
チェック

安定所
チェック

提出書類 備考

1
（様式第９号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／中途採用
拡大助成）支給申請書（中途採用拡大助成）

2
採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程等の写し、中途採用者に
適用される雇用管理制度が確認できる書類

中途採用計画届出時に提出している場合は不要

3
（様式第10号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／中途採用
拡大助成）中途採用率算定対象一覧（計画期間）

「中途採用率の拡大」を申請する場合のみ必要

4
（様式第12号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／中途採用
拡大助成）支給対象者雇用状況等申立書

「中途採用拡大助成」の申請に必要

5
雇用契約書（写）又は雇入れ通知書（写）等、対象労働者の雇入れ日と
期間の定めのない労働者として雇用されていることがわかる書類

「中途採用拡大助成」の申請に必要

6
対象者に支払われた賃金が手当ごとに区分された賃金台帳（写）等（雇
入れ日から支給申請日までの分）

「中途採用拡大助成」の申請に必要

7 対象者の雇入れ日の属する月の出勤簿（写）等 「中途採用拡大助成」の申請に必要

8
（様式第１１号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／中途採
用拡大助成）中途採用者一覧（計画期間）

「情報公表・中途採用数の拡大」の「中途採用数拡大助成」を申請
する場合のみ必要

9
計画期間の途中に求人情報誌や求人サイト等の掲載期間の更新を行った
事業主は更新後の掲載期間が分かる契約書等

「情報公表・中途採用数の拡大」の申請で計画期間の途中に求人情
報や求人サイト等の掲載期間の更新を行った場合のみ必要

10
（様式第20号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／情報公
表・中途採用者数の拡大（定着助成）支給申請書

「情報公表・中途採用数の拡大」の「定着助成」を申請する場合の
み必要

11
（様式第21号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／情報公
表・採用者数拡大（定着助成）中途採用者のうち離職した者の割合調書
（計画期間前）

「情報公表・中途採用数の拡大」の「定着助成」を申請する場合の
み必要

12
（様式第2２号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／情報公
表・採用者数拡大（定着助成）中途採用者のうち離職した者の割合調書
（計画期間）

「情報公表・中途採用数の拡大」の「定着助成」を申請する場合の
み必要

13
（様式第23号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／情報公
表・中途採用者数の拡大（定着助成））支給対象者雇用状況等申立書

「情報公表・中途採用数の拡大」の「定着助成」を申請する場合の
み必要

14
中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／中途採用拡大助成）にか
かる支給決定通知書（写）

「情報公表・中途採用数の拡大」の「定着助成」を申請する場合の
み必要

15
（様式第1５号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／生産性向
上助成）支給申請書

「生産性向上助成」を申請する場合のみ必要
※生産性向上助成を申請する場合は、各助成金共通の申請様式・添
付書類チェックリストにある（様式第２号）生産性要件算定シート
及び添付書類も必要

16
中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／中途採用拡大助成）支給
決定通知書（様式第１３号）（写）

「生産性向上助成」を申請する場合のみ必要

17
採用規程、就業規則、賃金規程、人事評価規程等中途採用者に適用され
る雇用管理制度が確認できる書類の写し

「生産性向上助成」を申請する場合のみ必要

18
（様式第1６号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／生産性向
上助成）支給対象者一覧

「生産性向上助成」を申請する場合のみ必要

19
（様式第１７号）中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース／生産性
向上助成）支給対象者雇用状況等申立書

「生産性向上助成」を申請する場合のみ必要
令和２年４月１日以降に計画を提出した場合のみ

20
対象者に支払われた賃金が手当ごとに区分された賃金台帳等（写）（中
途採用拡大助成の支給申請日の翌日から生産性向上助成の支給申請日ま
での分）

「生産性向上助成」を申請する場合のみ必要

【R040801】

中途採用等支援助成金（中途採用拡大コース）（支給申請） 提出書類チェックリスト

※上記の他、労働局が必要と認める書類の提出を求めることがあります。

提出期限

（ 月 日）

中途採用率の拡大：中途採用計画期間の終了日から起算して６か月を経過する日の翌日から２か月以内

４５歳以上の初採用：支給対象者の雇入れ日から起算して６か月経過する日の翌日から２か月以内以内

（対象労働者が複数名の場合は、雇入れ日が最も早い方の雇入れ日を基準にします。）

情報公表+中途採用者の拡大：①中途採用者数拡大助成…支給対象者の雇入れ日から起算して６か月経過する日の翌日から

２か月以内

②定着助成…①の支給申請の期間の６か月後の期間


